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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年９月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 作業員死傷 

発生日時 令和２年２月３日 ０８時２５分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港弥富ふ頭７号岸壁 

名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から真方位３４８°１.３海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３５°０１.８′ 東経１３６°４７.８′） 

事故の概要  貨物船第一天
てん

照
しょう

丸は、揚げ荷役作業中、貨物が倒れ、荷役作業員

１人が死亡し、１人が重傷を負った。 

事故調査の経過  令和２年２月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

  

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第一天照丸、４９８トン 

 １３４８５０、蛭子海運有限会社、明港汽船株式会社（船舶借入

人） 

 ７５.４２ｍ×１２.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３６kＷ、平成７年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ７１歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成７年５月１９日 

免 状 交 付 年 月 日 令和元年５月３０日 

免状有効期間満了日 令和５年５月２９日 

フォアマン ４５歳 

船内荷役作業主任者 ４８歳 

 船内荷役作業主任者技能講習修了証 

交付日 平成１４年３月２０日 

作業員Ａ ２４歳 

作業員Ｂ ３０歳 

 死傷者等 死亡 １人（作業員Ａ）、重傷 １人（作業員Ｂ） 

 損傷 本船 なし 

貨物 ＰＣ（プレストレストコンクリート）床版６２基に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 
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海象：海上 平穏 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、ＰＣ床版 1７２基を積載して大

分県杵築
き つ き

市杵築港を出港し、令和２年２月２日１１時２０分ごろ名古

屋港弥富ふ頭７号岸壁（以下「本件岸壁」という。）に左舷着けで着

岸した。 

ＰＣ床版は、本船貨物倉内に、船首尾（縦）方向に３列（以下、船

首側から「１列目」、「２列目」、「３列目」とし、ＰＣ床版の記載を省

略する。）、船幅（横）方向に３列（左舷側、中央部、右舷側）の配列

でそれぞれ上下方向に８段積みされていた。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

        

図１ 本船のＰＣ床版の積付状況 

 

船内荷役作業主任者（以下「デッキマン」という。）及び荷役作業

員１１人は、２月３日０６時００分ごろ、港湾荷役会社（以下「Ａ

社」という。）に集合してミーティングを行い、吊
つ

り荷の下に入らな

いことなど荷役作業中における安全面の確認を行った。 

 デッキマンは、０６時３０分ごろ、本件岸壁で荷役作業時、作業員

に指示する現場監督のフォアマンと、ＰＣ床版の陸揚げの順番につい

て、打合せを行った。 

作業員Ａ、作業員Ｂ及び作業員１人（以下「作業員Ｃ」という。）

は、本船の貨物倉に入り、船幅方向のＰＣ床版とＰＣ床版との間に施

されたチョッキング（貨物と貨物、側壁等との間に角材等をはめ込ん

で貨物を固定すること）資材をチェーンソーで切断するなどして外す

作業（以下「本件解縛作業」という。）を１列目から開始した。（図２

参照） 

 

 

 

 

 

 

                             

 「ＰＣ床版」とは、丈夫な鋼材を使い、コンクリートにあらかじめプレストレス（圧縮力）をかけて

引張力に弱いコンクリートをひび割れから守る性質をもたせた床版をいう。 

→船首 
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図２ ＰＣ床版とＰＣ床版との間に施されたチョッキング 

  

本船は、０７時４０分ごろ、デッキマンの合図の下、揚げ荷役作業

を開始した。 

 デッキマンは、１列目最上段の３基（左舷側１基、中央部１基、右

舷側１基）のＰＣ床版を吊り上げて本件岸壁にそれぞれ仮置きした。 

 作業員Ａ、作業員Ｂ及び作業員Ｃは、２列目の本件解縛作業が終わ

り、３列目の本件解縛作業を開始した。 

 デッキマンは、１列目の中央部３基、左舷側３基及び右舷側の１基

のＰＣ床版をトレーラーにそれぞれ積載し、仮置きを含めて計１０基

を陸揚げした。 

 玉掛け作業を行う作業員１人は、２列目左舷側の最上段のＰＣ床版

が揺れたように見えたので、デッキマンに確認するよう要請した。 

 デッキマンは、２列目左舷側が船幅方向に揺れた後に一旦静止し、

その２、３秒後に同左舷側のＰＣ床版が右方に倒れて同左舷側のＰＣ

床版が２列目中央部のＰＣ床版に当たり、続いて同中央部のＰＣ床版

が右方に倒れるとともに、船体が右舷側に傾斜したのを目撃した。 

 デッキマンは、本件解縛作業を行っている作業員Ａ等に船尾方に向

かって退避するよう叫び、２列目のＰＣ床版が倒れた約５秒後に３列

目のＰＣ床版が右方に倒れるのを目撃した。 

作業員Ａは、３列目左舷側と同中央部との間の上段から２段目付近

で本件解縛作業を行っていたところ、同左舷側のＰＣ床版が右方に倒

れ、０８時２５分ごろＰＣ床版とＰＣ床版との間に挟まれた。 

作業員Ｂは、３列目左舷側と同中央部との間の内底板上で本件解縛

作業を行っていたところ、２列目のＰＣ床版が倒れたのを目撃し、船

尾方に退避しようとしたが、間に合わず、倒れてきたＰＣ床版と貨物

倉の内底板との間に挟まれた。 

作業員Ｃは、３列目中央部と同右舷側との間で本件解縛作業を行っ

ていたところ、船首方から金属同士がぶつかり合うような音が聞こえ

たので船首方を見たところ、２列目のＰＣ床版が倒れたのを目撃し、

３列目の船尾方に退避した。 

左舷 

ＰＣ床版 

チョッキング 

ＰＣ床版 

ＰＣ床版 

船首 右舷 船尾 



- 4 - 

 フォアマンは、本事故の発生を１１９番通報した後、Ａ社経由で海

上保安庁及び警察に本事故の発生を通報され、作業員Ａ及び作業員Ｂ

を救助する目的で３列目が陸揚げされた。 

 作業員Ａは、現場に臨場した医師により、その場で死亡が確認され

た後、海上保安庁に移送され、死因は多発外傷と検案された。 

 作業員Ｂは、救急車で病院に搬送され、両側大腿切断、左上腕骨大

結節骨折、左頬骨骨折等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 本船貨物倉

内の本事故後の状況 参照） 

 その他の事項 Ａ社は、令和元年６月から６回実施していたＰＣ床版の揚げ荷役作

業については、約１年間の期間限定で請け負っており、１、２か月に

１回程度と少なかったので、作業標準書を作成していなかった。 

荷役作業員は、本事故当時、全員がヘルメット、反射材付きの作業

着、安全靴を着用していた。 

作業員Ａは、荷役作業の経験が約１年１０か月、ＰＣ床版の揚げ荷

役作業の経験が３回あった。 

作業員Ｂは、荷役作業の経験が約７か月、ＰＣ床版の揚げ荷役作業

の経験が５回あった。 

フォアマンは、荷役作業の経験が約３年、ＰＣ床版の揚げ荷役作業

の経験が２回あった。 

デッキマンは、荷役作業の経験が約２８年、ＰＣ床版の揚げ荷役作

業の経験が５回あった。 

 本船に積載されたＰＣ床版１基は、長さが約９.１ｍ〜１２.９ｍ、

厚さが約０.２８ｍ〜０.３８ｍ、幅が約２.０ｍで、重量が約１１.０

〜１７.１tであった。 

 フォアマンは、本船のＰＣ床版を陸揚げする順番を決定した計画書

（以下「本件計画書」という。）を作成していたものの、先行して解

縛を行わない等の注意事項は記載していなかった。 

 デッキマンは、本事故当日、Ａ社で本件計画書を受け取り、本件岸

壁でフォアマンとＰＣ床版を陸揚げする順番について打合せを行い、

本件計画書に従って揚げ荷役作業を行っていた。 

 Ａ社安全担当者、フォアマン及びデッキマンは、本船とほぼ同じ総

トン数の貨物船（以下「類似船」という。）において、ＰＣ床版の揚

げ荷役作業の経験があり、そのとき、左舷側及び右舷側の片側一方の

ＰＣ床版を２基多く陸揚げした場合でも８段積みされたＰＣ床版が倒

れたことがなく、また、ＰＣ床版が倒れたという事例を聞いたことが

なかった。 

 本船は、揚げ荷役開始前、船体横傾斜がなく、本事故当時、バラス

ト水の注排水、補油及び補水作業を行っておらず、また、波、航走波

などによる船体動揺がほとんどなかった。 
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 本船は、貨物倉からＰＣ床版を陸揚げした場合の船体横傾斜角θ

が、ＰＣ床版９基（１列目左舷側４基、中央部４基、右舷側１基）の

場合は、右舷側に約２.０°の傾斜であった。 

物体相互間に振動が作用すれば、物体間の静止摩擦力が減少するこ

とが知られており、物体相互間の最大静止摩擦力に至る前に質量ｍの

物体が平板上を滑り始めることがある。 

  ＰＣ床版の接触面は、積み付けの際、発泡ポリエチレンに段付加工

されたものにポリエチレンクロスを全面に熱融着して補強された包装

材が取り付けられた木製の尺角という角材（以下「本件尺角」とい

う。）で保護されていた。 

本事故時に使用されたチェーンソーの周波数補正振動加速度実効値

の３軸合成値 3は、４.６m/s２と取扱説明書に記載されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

作業員Ａの死因は、多発外傷であった。 

本船は、本件岸壁において、貨物倉１列目の揚げ荷役中、作業員が

チェーンソーを使って３列目の本件解縛作業を先行して行ったことか

ら、ＰＣ床版と本件尺角に振動加速度によってＰＣ床版と本件尺角と

の静止摩擦力が減少して２列目のＰＣ床版が右方に滑り出し、３列目

の作業員Ａが左舷側のＰＣ床版と中央部のＰＣ床版との間に挟まれ死

亡し、また、作業員Ｂが３列目左舷側のＰＣ床版と貨物倉の内底板と

の間に挟まれ負傷したものと考えられる。 

 Ａ社安全担当者、フォアマン及びデッキマンは、これまで類似船に

おいて、左舷側及び右舷側の片側一方のＰＣ床版を２基多く陸揚げし

た場合でも８段積みされたＰＣ床版が倒れたことがなく、また、ＰＣ

床版が倒れたという事例を聞いたことがなかったことから、本件解縛

作業による振動でＰＣ床版と本件尺角の静止摩擦力が減少することを

知らないまま、船体が横傾斜した状態でＰＣ床版の荷揚げ作業を行っ

ていたものと考えられる。 

 Ａ社において、本件解縛作業に係る作業標準書が作成されておら

ず、また、作業手順が作業員に十分に周知徹底されていなかったこと

は、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が本件岸壁において、本件解縛作業に係る作業標準

書が作成されておらず、また、作業手順が作業員に十分周知徹底され

ていない中、貨物倉の１列目の揚げ荷役中、作業員がチェーンソーを

                             
3
「周波数補正振動加速度実効値の３軸合成値」とは、使用する振動工具のすべての振動に対し、人体に

影響を与える周波数帯域を抽出し、周波数ごとの補正を行って振動の強さとして表した振動値を、前後、

左右、上下の３方向測定して合成した値をいう。 
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使った３列目の本件解縛作業を先行して行ったため、ＰＣ床版と本件

尺角に振動加速度によって、ＰＣ床版と本件尺角との静止摩擦力が減

少して２列目のＰＣ床版が右方に滑り出し、本件解縛作業を行ってい

た作業員Ａ及び作業員ＢがＰＣ床版の間にそれぞれ挟まれことにより

発生したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 Ａ社は、本事故後、ＰＣ床版の揚げ荷役作業を行う際、次の作業手

順で行うこととし、作業標準書を作成して全作業員を指導した。 

 ・解縛作業を先行して行うことはせず、段積みされたＰＣ床版を１  

段陸揚げする毎に次の段のチョッキングを外すこと。 

 ・船体傾斜を軽減できるよう左舷側及び右舷側のＰＣ床版を交互に

陸揚げし、配置計画図による順番で本件搬入場所に搬入できない

場合には、一旦岸壁に仮置きすること。 

 荷主代行会社は、本事故後、船幅の大きい船舶を用船し、段積みす

る貨物の基数を減らした。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・荷役作業員は、船体に横傾斜がある状況下で、チェーンソーでチ

ョッキングの固縛を外すことにより、静止摩擦力が減少してＰＣ

床版が横滑りする危険性が高まるので、荷揚げ作業における先行

した解縛作業を実施しないこと。 

 ・Ａ社は、作業中の危険因子を抽出した上、作業標準書を作成する

とともに、作業開始前に同標準書及び作業手順を作業員に周知徹

底すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本船貨物倉内の本事故後の状況 
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